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１．はじめに 

 本業務は、月山南～西麓の志津地区及び田麦俣地区において、地すべり対策事業に伴う動植物への

事業影響の現況把握並びに予測評価、保全対策の検討を目的として実施するものです。当該事業の実

施に当たっては、様々な環境配慮を実施していますが、その一つとして這い上がりスロープの設置を

行っています。これは、クロサンショウウオ等の両生類を主な対象としており、這い上がりスロープ

の設置による移動経路を確保することで、工事用道路側溝等の出現に伴う移動阻害の回避・低減を図

っています。 

環境配慮の有効性を確認するモニタリング調査は、数日間の目視による観察が一般的ですが、これ

では得られる情報が断片的で、その効果が明確にならない場合も散見されていました。この欠点を補

うため、弊社が独自に開発した WEB カメラシステムを用いた小動物による這い上がりスロープ利用

状況の確認調査の概要を紹介します。 

 

２．Web カメラシステムの概要 

 今回使用した WEB カメラシステムは、ソーラ

ーパネル電源を使って野外の対象物を監視カメラ

で撮影し（2 枚/秒）、画像データを携帯電話でサ

ーバーに送り、室内にある PC 上で常時モニタリ

ングすることができるシステムです。また、サー

バーに蓄積された画像データをダウンロードする

際、動体検知機能が付いており、動きがないとき

の情報をカットすることができ、効率的に情報を

管理・利用することが可能となっています。 

この WEB カメラシステムを、月山地区地すべ

り対策工事施工箇所において、平成 23 年度に設置

された工事用道路側溝の集水枡に設置し、6～10

月の長期的期に小動物による這い上がりスロープの利用状況を把握しました。 

３．成果 
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【web カメラシステムの概略】 
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 Web カメラシステムにより、サンショウウオ類やモリアオガエル等の両生類、ネズミやテン等の小

～中型哺乳類が記録され、多様な種が這い上がりスロープを利用していることが明らかとなりました。

これらの結果から、這い上がりスロープが多様な動物の移動経路として機能しており、実施した環境

配慮の有効性を確認することができました。 

 なお、確認記録を詳細に見てみると、時期によって利用する種が変化していることも明らかとなり

ました。繁殖期の 6,7 月はサンショウウオ類やアカハライモリが多いが、非繁殖期の 8 月になるとカ

エル類が増え、9 月になるとネズミ類が増えました。10 月以降は利用が少ない結果となっています。 
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※カメラ記録はあっても、スロープを利用していない種は含まれていない。 

図-1  這い上がりスロープを利用した種の月別変化 

 

  
WEB カメラシステム設置状況(6/1) 確認されたサンショウウオ類(6/6) 確認されたテン(6/8) 

 

４．おわりに 

 WEB カメラシステムは、①これまでの調査では困難であった連続的なモニタリング調査が可能で

ある、②現場ではなく室内から監視できる、③監視作業についても動体検知機能により効率的に情報

を管理・利用できる、という点が、これまでの環境調査にはない優れた特徴を持っています。一方で、

システム自体が安価ではないため、多数地点での調査には不向きであるといった面も持っています。

このシステムを効果的に利用するためには、調査の目的を十分に勘案し導入の有無を検討することが

必要ですが、今回の調査では大きな成果を得ることができたと考えています。 
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孔内原位置試験における孔内事故防止の取り組み 

発注者 新庄河川事務所 

施工者 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング 

工事名 月山地すべり志津地区石跳川地質調査 

発表者 ○主任技術者 渡辺平太郎 

     担当技術者 山田紀之 

１．概要 

 地すべり調査において，すべり面付近に存在する被圧された地下水を確認することは，地すべり機

構の把握，さらには地すべり対策工の効果的な選定において非常に重要な要素である。 

 当地区の調査においても，地下水検層（水みちの確定），ボアホールカメラ観測（水みちとなる箇所

の性状確認），簡易間隙水圧測定（地下水水頭の測定）を１セットとして実施する仕様となっていた。

いずれも，ボーリング孔を用いて試験を行うものである。 

 

２．問題点 

 問題となるのは，その試験区間深度と試験頻度である。 

試験区間が 30m より浅ければ，一般的に行われている状況といえるが，50m を超える深度で 100m

までの区間となると，孔内での事故が多くなる。主な事故は，①ゾンデの落下（ゾンデ挿入中に落下

しゾンデが破損すると共に，孔内を閉塞してしまう），②ジャミング（試験ゾンデが孔内にひっかかり，

上がらなくなる）である。 

 ゾンデの落下は，深い深度での試験のためゾンデとケーブルの自重にケーブルが耐えられなくなり， 

ケーブルが切断するかたちで落下することとなる。この場合の対応はゾンデが入る孔径のコアチュー

ブやガイド管などを用いて，かぶせて回収することとなる。 

ジャミングは劣悪な地質で孔壁が広がるなどして，周辺の孔壁との孔径が大きく変化することで生

じる事故で，対応するにはオバーサイズの孔径で掘りながら回収することとなる。 

 これらの事故を誘発するもう一つの誘因が，試験回数である。今回の業務では，10 回を越える試験

回数を１つのボーリング孔で行うことになり、ゾンデの落下やジャミングの確率が高くなってしまう。 

 

３．取り組み 

① ゾンデ落下対策 

 落下の危険性が高いゾンデは，地下水検層である。本来，深層地すべり用に開発されたものではな

い。また，当地区では，塩分を含む地下水の存在が確認されていることから，一般に行われている食

塩を投下して電気伝導度の変化を時系列で計測する手法では不具合が懸念されていた。当社ではこの

問題点に関して，フローメータ検層を用いることで，水みちの確認を行う地下水検層の代替えとボア

ホールカメラでの観察を同時に行う手法を提案した。この手法により，ゾンデ挿入回数を減らすこと

ができるため，孔内事故のリスク軽減並びに作業効率向上が期待できる。なお，フローメータはワイ

ヤー式ウィンチを用いることで大深度へも対応できる構造である。 
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 ただし，フローメータにも問題はある。検層作業は，スポンジパッカーを用いて孔壁を連続して引

きずるように測定作業を行う必要があり，これは，ジャミングに対して十分注意した機器の操作が要

求される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 フローメータ装置概念図 

② ジャミング対策 

 試験対象の孔壁を試験前にキャリパーアームで計測(キャリパー検

層)し試験時には，孔壁の状態を確認し，注意箇所を事前に把握して対

応した。特に，フローメータ検層におけるスポンジパッカーに関して

は，厚すぎるとジャミングの可能性が高くなることに配慮して，これ

までの実績から計測した孔径プラス 10mm をスポンジパッカーの厚

みとして対応した。厚みの確認にはノギスを用いて，正確に測定を行

った。 

 

 結果として，孔内試験における落下やジャミングの事故はなく，効

率よく試験を実施することができた。 

 

４．おわりに 

 平成 22 年度から月山地すべり志津地区で地質調査に携わって行く

中で，孔内試験を実施してきた経験を生かして，今回の業務に生かし

てきた。平成 22 年度は，全延長掘り終わってからフローメータを実

施したが，スポンジパッカーがめくれ上がり回収に苦労した経験から，平成 23 年度では掘削と同時

に区間を区切って計測する方法を確立していたことから，今回の試験への対応が迅速にできた。 

 今後も，これまでの経験を生かし効率のよい調査を実施していくよう努力する所存である。 

図 2 キャリパー検層の概念図
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観測業務を通しての地域住民関係者とのコミュニケーション 

発注者 新庄河川事務所 

施工者 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング 

工事名 豊牧地すべり観測調査 

発表者 ○主任技術者 渡辺平太郎 

          担当技術者 戸澤光憲 

１．概要 

 豊牧地区の地すべりは，文献では 500～600 年前に記録がある歴史の古い地すべりである。当地区

の移動土砂は，人家等に影響するとともに，河川に崩落した場合には大規模な河道閉塞を引き起こし，

決壊した土砂氾濫が銅山川のみならず 上川本川まで影響が及ぶことが懸念された。そのため，昭和

37 年から直轄の地すべり対策事業として新庄河川事務所で着手している（地すべり防止区域指定面積 

593.6ha）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 豊牧地区地すべり防止区域概要図 

 

２．問題点 

 豊牧地すべり観測は，近年の自動観測，半自動観測主体となってから十余年が経過している。当社

では昨年度，孔内伸縮計の設置で豊牧地区の業務を行っていたが，観測業務で全域を担当するのは今

回が初めてであった。初期段階の対応として，既存の報告書から机上で全体像の概要を確認し，現地

の踏査や地すべり資料館の見学などを通して現場の状況を把握に努めた。 

 特に，地すべり資料において豊牧地すべりの歴史と地域住民との密接な関わりについて知ることと
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なり，地域の方々とのコミュニケーションが重要であると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 地すべり資料館と展示物の例（地すべり資料館パンフレットより引用） 

 

３．取り組み 

(1)手計観測箇所での観測員 

 過年度まで，手計による観測を地域住民の方にお願いしていた状況があり，今回も引き続き継続し

て観測をお願いした。観測内容は孔内伸縮計の週１回の用紙交換（降雪までの間）で，２地区各１名

の方にお願いした。 

 観測のお願いや月１回のデータ受け取り時にお話を伺うと，お二人とも、直轄事業当初の地すべり

計測器の観測員をやられていた家族の方で，現在は２代目になっているとのことであった。当時は 1

～3 月の降雪期も観測を行っていたこともあり，防寒着や除雪道具など支給されていたとのことであ

る。お話を聞き，地域の方々が地すべりと生活の中で密接に関わってきたことを実感した。 

 

 (2)計測機器設置時の聞き取りによる情報から埋設物対応 

 孔内伸縮計の観測点で民家の敷地に設置してある地権者の方とは，昨年度の業務でも関わりがあっ

たこともあり，気兼ねなく世間話など行える関係にある。 

 個人使用の簡易水道の埋設箇所の情報を教えてもらい，観測器設置位置との関係で，簡易水道を迂

回させるなどで埋設物への対応ができた。 

 その他にお話を聞くと，その地権者の方の祖父が戦後間もない頃の当地の地すべり災害時に村長と

一緒に山形県庁へ泊まり込みで陳情にいった話などを教えてもらい，地すべり災害と長く付き合って

こられた歴史を実感した。 

 

４．今後の対応 

 現在，観測は，自動観測（基地局でのデータ回収）と半自動観測（個々の観測器毎に IC カード回

収）が 9 割以上を占め，残りの手計による観測も自動観測に切り替えて行くこととなる。 

 このような状況では，業務を通じて地域住民の方とコミュニケーションをとっていくことはなかな

か難しい状況にある。しかし，現場での作業こそが，地域の方々と関わりをもてる接点と言えること

から，現場での作業を通じてコミュニケーションをとって行きたいと考えている。 
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肘折地区地すべり航空レーザ計測における安全対策について 
 

発注者：新庄河川事務所 

受注者：アジア航測株式会社 

業務名：大蔵村肘折地区地すべり性崩壊レーザ計測 

発表者：主任技術者 ○柏原 佳明 

    担当技術者 木場 啓太 

 
 

１ はじめに 

 本業務は、4 月 10 日に発生した山形県 上郡大蔵村大字南山地内での地すべり性崩壊による被害の実

態把握のため、航空レーザ計測等を行ったもので、東北地方整備局局長と日本測量調査技術協会会長間

で締結した「災害時における東北地方整備局所管施設の緊急撮影などに関する協定」に基づき履行され

たものである。業務内容は、主に①航空機による計測、②計測データを校正するための地上測量、③作

業計画の立案や取得データを地形データへと処理・解析する事務所内作業から構成される。航空機によ

る計測、現地での測量・調査については、弊社の安全管理体制に基づき実施しているが、とくに、弊社

の特徴である航空機の利用については、運航部門のみならず多くの関係部門とで連携をして様々な安全

対策を講じ、安全を推進している。 

 本稿では、主に災害対応という迅速性が求められる中での航空機運航に関する安全対策について報告

する。 

 

２ 安全対策計画立案のための制約条件の把握 

 地域特性を把握することは業務遂行上、とくに航空レーザ計

測を行うための航空機運航を安全に行う上で必要不可欠である。

本業務の対象地域は山間部・山岳地域に発生した地すべり地で

あり（図１）、①上昇気流が発生しやすく、②雲の発生が多いた

めに計測に適した日が少ないという気象条件が予測された。 

また、活動中の地すべりを計測することから、①複数回の計

測、②地形形状の高密度計測、③取得データを迅速に提供する

必要があった。 

 

３ 本業務で実施した安全対策 

 図 2 に航空計測を実施する際の基本的な時間の流れを示すが、

それぞれの時点で適切な安全管理を徹底する必要がある。弊社

では、計測実施に際して、図 2 に示すタイミング、および地域特性を考慮して、安全対策を実施してい

る。本稿では、その中で以下に示す 7 つの安全対策について概要を示す。 

 

図 1 計測範囲 

地すべり 
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３．１ 使用運航機に関する安全対策 

 弊社の測量業務用航空機については、法律で定められた整備・点検

をもれなく確実に行っており、かつ、測量業務の開始及び終了後にも

何重もの点検・整備を行っている。つまり、弊社整備基準における定

例整備の日常点検と定時点検はもちろんのこと、乗組員もまた別に「離

陸前点検」「飛行中（計測中）点検」「着陸後点検」を実施している（表

1）。たとえば、整備士が実施する定時点検では、各種機材の使用時間、

使用期間、使用回数などを基に定められた項目の点検を行っている。

これらの機体点検に加え、弊社ではさらにメンテナンスに携わる人員

の技術的及びヒューマンファクターに関する教育を定期的に行うことで、運航の安全性をより確実なも

のにしている。 

表 1 計測当日に乗組員などが行う点検作業 

離陸前点検 飛行中点検 着陸後点検 

 

・整備士による機体飛行前点検 
・機長による機体飛行前点検 
・天候の確認 
・搭乗予定クルーの健康状態の確認 
・搭載重量・重心位置の算定 
・機材の正常起動の確認 
・空域管轄機関との調整 
・隣接担当業者との調整 
・出発前ブリーフィング 
・酸素の残量・供給の確認 
・機体ドアのロック確認 

 

・アイセーフ機能の設定確認 
・現場での障害物の再確認 
・計測地域・帰投空港・経路上

の天候状況のモニター 
・管制機関との無線連絡 
・他機との無線連絡 
・運航所との無線連絡 
・残燃料の把握 

 

・管制機関との無線連絡 
・運航所との無線連絡 
・着陸前・空港の天候の確認 
・計測機材の適切な停止 
・機長による飛行後点検 
・整備士による飛行後点検 
・機長から整備士への不具合の報告

 

３．２ 使用機材に関する安全対策 

 高高度からのレーザ計測が可能な航空レーザシステムでは、高出力のレーザを使用している。国際的

な安全基準である IEC60825-1 ではクラス 4 に分類され、直接光だけなく散乱光でも危険なハイパワー

レーザであり、目や皮膚に影響を与える可能性があるとされている。そこで、弊社では安全な対地高度

による計測を計画することは当然として、万一、対地高度が人体に影響を及ぼす可能性のある 400ｍを

下回った際には、自動的にレーザ照射を止める安全装置が働くという機能を有する機材を使用している。

このように、万全の安全対策を講じているため、安全装置が作動した事例はない。 

 

 

①使用運航機に関する安全対策 ②使用機材に関する安全対策 

③計測計画に関する安全対策 ④飛行前の安全対策 

⑤計測中の安全対策 ⑥天候に関する安全対策 

⑦本業務の特殊性に関する対応 

計測一週間前～計測前日 

計測前日 

計測当日 

運航・整備・撮影による 

飛行前ブリーフィング 

離陸 

計測中 

着陸 

運航・整備・撮影による 

飛行後ブリーフィング 

図 2 航空計測を実施する

ための基本的な流れ 
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３．３ 計測計画に関する安全対策 

 安全な計測を実施するためには、単に運航・計測機材の安全性だけでなく、効率性を考慮した上での、

安全性を十分に確保した計測計画を立案することが重要となる。計測計画を立案するうえで重視すべき

点は、対象範囲及びその周辺地域の地形（標高、比高差など）

である。本業務では、航空法及び航空法施行規則に定められ

た 低安全高度に基づき、計測範囲及びその周辺の も高い

地点よりさらに 低でも 400m 高く飛行高度を設定した。ま

た、計画コースに沿った計測を実施するためには、それぞれ

のコースに進入する際に航空機を旋回させる必要がある。そ

のため、弊社では対象範囲の外側 15km までを考慮した飛行

計画を立てた。この計測計画については、計画担当部署の計

画立案者を除く第三者、所属長、撮影士、操縦士による 4 重

のチェックを行い（図 3）、 終的な計測計画の効率性、安全

性を確認した。 

 

３．４ 飛行前の安全対策 

 具体的な飛行前の安全対策は、計測一週間前から実施し、計測一週間前～計測前日までに行う準備と、

計測前日について行う準備に分けられる（表 2）。特に本業務は災害対応という特殊事情が大きいため、

通常実施する計測一週間前から実施する事前準備を綿密に実施できない可能性が予測された。このため、

計測前日までに実施すべき準備については、災害情報入手直後から自主的に実施し、いつでも計測可能

な準備態勢を整えた。 

表 2 飛行前の準備内容 

計測一週間前～計測前日 計測前日 

 

・飛行経路上の障害物の再確認 
・特殊飛行計画調整書の提出 
・隣接担当業者の連絡先入手 
・天候確認用ツールの確認 

（ライブカメラなど） 
・機体整備残時間の確認 

 

・離陸空港～計測地域～着陸空港までの天気予報の確認 
・計測機体整備状況の確認 
・人員の配置・健康状態の確認 
・空域管轄機関との前日調整 
・隣接担当業者との調整 
・着陸予定空港の手配 
・計測機材の動作確認 
・高高度用の酸素の充填 

 

３．５ 計測中の安全対策 

 飛行中は表 1 の飛行中点検に加え、地域特性による天候の急変、山岳波やウィンドシアーなどによる

乱気流の発生などの予兆に常に注意を払うとともに、着陸予定空港までの刻々と変化する天候も把握し

ておく必要がある。また、事故や天候の急変による着陸予定空港の閉鎖なども考慮し、着陸不可の場合

に備えて代替空港までの天候、搭載燃料の残量の把握にも努めなければならない。飛行中には計測作業

の他に様々な情報に注意を払う必要があることから、乗務員の健康管理や余裕のある作業工程を組むと

いう、安全な計測の実施に努めた。 

図 3 飛行前ブリーフィング 
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３．６ 天候に関する安全対策 

 計測飛行時には、10 分ごとに更新される気象データ（民間気象サービス会社と有料契約にて得ている）

を確認・分析し、離陸～計測～着陸までの天候面での危険要素の確認を行った。その他、機体の点検結

果、周辺空域の状態などについて、機長、整備士、撮影士による飛行前ブリーフィングを行い、綿密な

飛行計画を立てて安全な運航を実施した。 

 

３．７ 本業務の特殊性に関する対応 

 通常航空レーザ計測は、計測対象が狭くかつ高密度

なデータ取得が求められるような場合、回転翼による

計測を実施する。しかし、本業務においては、活動中

の地すべり地を計測することから、短期間（数時間以

内）に計測を実施・終了し、取得データを迅速に提供

すること、不安定な気象条件下での安全な計測が求め

られた。 

このため、弊社では、高速にかつ安定してデータ取

得が可能な固定翼での計測を選択した。高密度なデー

タ取得については、計測コースをクロスにすることで、

地盤データの取得率の向上に努めた（図 4）。さらに、

機体を直近飛行場（山形空港）に待機させ迅速な計測

に備えた。 

 データ計測後には、大容量のデータをネットモバイ

ルで山形空港から解析基地（神奈川県川崎市）まで即

座に送付し時間短縮に資した。また、弊社の地形可視

化技術である赤色立体地図（図 5）を作成・提示する

ことで、災害発生後、中１日で、わかりやすい災害対

策用速報を提供することが可能となった。 

 

４ おわりに 

 航空機事故の発生は、生死に直結する事象がほとん

どである。このため、航空機事故は業務の遂行に大きな影響を与えるだけでなく、発注機関へ甚大な影

響を与えることとなる。「安全に勝る効率は無い」という言葉があるように、効率を求めるが為に余裕が

生まれず事故を起こしてしまうことが無いように、業務に携わる部署全体で協力し、余裕のある工程計

画を立てることが重要である。弊社は自社で運航を行い、かつ、受注から納品までの一貫した生産体制

を自社で整えている。従って、業務に携わる各自の協力はもちろんのこと、組織として「航空安全管理

規定」を制定し、航空事業における安全確保を 優先としている。この意識をさらに全社的に推進して

いくことが航空機を運航する航空測量会社としての責務であると考える。 

図 4 計測コース 

図 5 赤色立体地図による地すべり地の可視化 

銅山川 

地すべり 
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